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Ⅳ章 福祉部門 

 

１ 福祉業務 

 北部保健所では、地域の社会福祉の推進のため、管内の民生委員・児童委員の委嘱状伝達式や研

修会を実施している。 
 また、障がい者福祉に従事する相談員や関係機関を対象に会議や研修会を開催し、広域的な連携

推進等に取り組んでいる。 

 なお、生活保護法、児童福祉法等のいわゆる社会福祉六法に定める援護、育成又は更生の措置に
関する事務は各市の福祉事務所及び県の関係機関で対応している。 

 

〔事務・事業イメージ〕  

 

（１）地域福祉 

 民生委員・児童委員等の状況 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

（２）障がい者（児）福祉 

 ①身体障害者（児）手帳交付状況及び身体障害者相談員数 

 

②療育手帳交付状況及び知的障害者相談員数 

 

 

 

地域の社会福祉の推進

民生委員・児童委員関係業務 ･･･
３年に一度の一斉改選時に、委嘱状伝達や研修会を実

施

その他の業務 ･･･
新百歳お祝い訪問（高齢者福祉）、指定居宅サービス

事業者等の指定更新事務（介護保険）、児童福祉等

保
健
所
に
お
け
る

福
祉
業
務

（単位：世帯、人）

69,882 38,243 21,975 9,664

483 221 173 89

53 22 19 12

資料：福祉保健企画課調べ

注： １）世帯数は令和４年１０月１日現在

２）民生委員・児童委員数、主任児童委員数は令和５年４月１日現在

　令和4年度

合 計 中 津 市 宇 佐 市 豊 後 高 田 市

世 帯 数

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 数

主 任 児 童 委 員 数

（単位：人） 令和5年3月31日現在

身 体 障 害 者

相 談 員

7,120 (87 ) 399 (2 ) 699 (8 ) 85 (1 ) 3,495 (55 ) 2,442 (21 ) 22

3,248 (50 ) 205 (2 ) 300 (6 ) 43 (1 ) 1,521 (25 ) 1,179 (16 ) 9

2,749 (29 ) 139 (0 ) 291 (2 ) 28 (0 ) 1,386 (24 ) 905 (3 ) 8

1,123 (8 ) 55 (0 ) 108 (0 ) 14 (0 ) 588 (6 ) 358 (2 ) 5
資料：県障害福祉課調べ　（身体障害者相談員数は令和5年4月1日現在）

注： （　）内は身体障がい児再掲

管 内

中 津 市

宇 佐 市

豊 後 高 田 市

合 計
視 覚 内 部

障 が い 障 が い そしゃく障がい 不 自 由 障 が い

聴 覚 平 衡 音 声 言 語 肢 体

（単位：人） 令和5年3月31日現在

Ａ Ｂ 計 Ａ Ｂ 計 Ａ Ｂ 計

562 1,182 1,744 490 961 1,451 72 221 293

265 512 777 216 415 631 49 97 146

216 501 717 201 409 610 15 92 107

81 169 250 73 137 210 8 32 40

資料： 県障害福祉課調べ　（知的障害者相談員数は令和5年4月1日現在）

注： 表中のＡは重度、Ｂは中軽度

3

3

1

知 的 障 害 者
相 談 員

管 内

中 津 市

宇 佐 市

豊 後 高 田 市

計 知的障がい者(18歳以上) 知的障がい児(18歳未満)

0
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 ③精神障害者福祉手帳交付件数（再掲） 

 

（単位：件）

11,964 561 8,078 3,325

1,162 51 737 374

中 津 市 598 24 360 214

宇 佐 市 429 18 290 121

豊 後 高 田 市 135 9 87 39

資料：県こころとからだの相談支援センター調べ

管 内

令和5年3月31日現在

総 数 １ 級 ２ 級 ３ 級

大 分 県


